
令和 倍 表

適 用 地 域

立業振別地域内の農用地区域

上記以外の地域

1 40 1.1 中 20中 45中 52中 92

2 ヒ記以外の地域 40 1.1 中 12中 27中 39中 6

赤堀今井町 1~2T目濃巣振巽地域内の農用地区域 純 4.7 純 8.8

上記以外の地域

1 国逝50号線沿 40 1. 1 中 22中 48 ー中 1101

， ‘ 十要地力遥前橋•西久保線沿、 40 l. 1 中 18中 37中 53中 9

•田定停車場線沿

3 上記以外の地域 40 I 1. 1中 11中 2訓中嶺中 85

赤堀鹿島町 I農業振巽地域内の農用地区域 陣 6.4飩 11

上記以外の地域

1 国消 50号線沿 40 I 1. 1中 20中 45

県誼境木島・大間々線沿

2 上記以外の地域 40 I 1. 1中 12中 26 ー中 73 

都市計画の用途地域の指定がある地域 I 40 

ヒ記以外の地域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道桐生・伊勢崎線沿、 I 40 1. 1 I中 55 

県道境木島・大間々線沿、

県道同定停車場線沿

(2)上記以外の地域 10 I 1. 1中 22中 12中 53

阿弥大寺町 市街化区域 40 I 1. 1 比 比準 一比準

街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 9 8.3 

2 上記以外の地域 40 1. 1 l |」 15 111 56 

安堀町 市市街化区域 路線 比 比準

街化調整区域



令和 倍 表 2頁

適 用 地 域

(1)北部環状線沿

（2)上記以外の地域

イ 北部環状線より北側の地域

ロ 上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1)北部環状線沿 40 1. 1 中 20中 26 中 86

(2) 卜記以外の地域 40 1. 1 中 14中 17 中 57

い1飯島町 市街化区域 40 1.1 比準 比準

市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 L記以外の地域 40 1. 1 中 10中 14 中 36

磯町 農業振奥地域内の農用地区城 純 1. 5. 6 

中 40中 7130 l亀 1中 9. 20 

市場町 1［目 濃菜振典地域内の農用地区域 純 9. 21 

上記以外の地域

1 国道 50号線沿 40 1. 1 中 2
33 中中 5 0 

， 必 上要地方道伊勢崎・大間々線沿、 40 L 1 中 2 48 ー中 150

主要地方道前橋・西久保線沿

3 上記以外の地域 40 I 1. 1中 19中 37中 75中 132

市場町2丁目 農業振巽地域内の農用地区域 純 7.3飩 15

ト．記以外の地域

1 主要地方道伊勢崎・大問々線沿 40 I. 1 中 18 

2 上記以外の地域 40 1. 1 中 39 中 67中 118

稲荷町 市街化区域 路線 比 比準

市街化調整区域

l 農業振興地域内の農用地区域 純 7. 16 

2 上記以外の地域 40 35 中 73

乾町 全域 路線 比 比準

個別 個別 個別



令和 倍 表 3頁

適用 地域

い1今泉町 1丁目

今泉町2丁目

今井町

市街化区域

市街化調整区域

1 

2 上記以外の地域

・深谷線沿

借肌栓

中1/ ff ゴロ

%1 

呵 J;t̀| lt ̀  
10 I 1. 1 I中 201中 24 中 9

40 I I. 1 I中 1叶中 16| -1巾 62 

路線

比準I比準

1 殷業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道伊勢崎・本庄線沿 I純 9.1飩 16

(2)上記以外の地域

2 L記以外の地域

（ 1) 主要地方道伊勢崎•本庄腺沿 j40 1. 1 中

]:  29 

ー中 93 

(2)上記以外の地域 40 l亀 1中 20 ー中 6 

おI太田町 1伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業施行区 個別 個 個別

内

市街化区域 路線 比

別］比準市街化調整区域 40 1. 1 中 25 中 66

大手町 1伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業施行区担 個別 個 個別

内

上記以外の地域 一 路線 I比準I比準

叫鹿島町 市街化区域 I 40 I 1. 1 I 比準I比津

市街化調整区域

1 農業捩興地域内の農用地区域

(1) 国道462号線沿 純 23 

(2)上記以外の地域 純 l 5 

2 上記以外の地域

(1) 462号線沿 40 1.1 中 24中 35 中 126

(2)上記以外の地域 40 I. 1 中 17 中 23 中 87

粕川町 I東部第二士地区画整理事業施行区域内 個別 個別 個別



令和 倍 表

叫粕川町 市街化区域 | -？ん路線，1J;賃:1三

市街化調整区域

1 地区域

純fl8 
2 上記以外の地域 40 1.1 中 23 ―巾 86

上泉町 全域 比 比準

上植木本町

l 県道香林・羽黒線沿 50 

2 I-記以外の地域 40 比準

市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 15 

2 L記以外の地域 40 1. 1 中 21 中 80

上諏訪町 I市街化区域

1 主要地方消桐生・伊勢崎線沿 | 50 1. 1 I 比準I比準

県道香林・羽黒線沿

2 上記以外の地域 40 I 1. 1 比準 比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 11 

2 上記以外の地域 40 l. 1 中 16 62 

田町 I都市計画の用途地域の指定がある地域 40 1. 1 周比 比準

上記以外の地域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) 県消香林・羽黒線沿 40 1. 1 中 64 

(2)上記以外の地域 40 1.1 中 42 中 48

上蓮町 市街化区域 40 l. l 比 比準

巾街化調幣区域

1 農業振興地域内の農川地区域

(1)県道綿貫・篠塚線沿、 純 l2飩 12

県道八斗島・境線沿



令和 倍 表 5頁

％ 

叫上蓮町 (2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1)県道綿貫・篠塚線沿、 10 I 1. 1中 14中 18 中 4

・境線沿

(2) 卜．記以外の地域 40 1.1 中 10中 1a ー中 381 

きI北千木町 1茂呂第寸：地区画整理事巣施行区域内 個別 個別 個別

市街化区域 40 1. 1 比準 比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 I純 l3飩 l2

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道伊勢崎・深谷線沿 40 l. l 1 | I 

]別:；： 28 

ー中 98 

(2)上記以外の地域 40 l, l 中 21 ー中 62 

個別 個 個別

内

上記以外の地域 路線 比準 比準

<1国定町 1~2 目 都市計画の用途地域の指定がある地域 40 1. 1 周比

上記以外の地域

1 農業振興地域内の農川地区域

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道桐生・伊勢崎線沿、 40 1. 1中 32中 61中

県道三夜沢・国定停車場線沿、

県道境木島・大間々線沿、

県道香林・羽黒線沿、

県道国定・薮塚線沿、

県道国定停車場線沿

(2)上記以外の地域 」10 1. 1 中 2 45 中 51

曲輪町 I伊勢崎駅周辺第一上地区画整理事業施行区 個別 個月 個別

内

限勢崎駅周辺第ー上地区画整理事業施行区域| 個別 個月I」個別

内

I路線 比 比準

40 I 1. 1 中 16 ー中 61 



けIド道寺町

こI小泉町

香林町 1~2]目

国領町

寿町

几目牛町

さI

境伊与久

令和 倍

1市街化区域

市街化調整区域

1 地区域

(1) ・篠塚線沿

(2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 

(2) t記以外の地域

農業振膝地域内の農用地区域

上記以外の地域

I農業振巽地域内の農用地区域

上記以外の地域

1 主要地方i酋伊勢崎・大間々線沿、

県誼境木島・大間々線沿、

県道香林・羽黒線沿

2 上記以外の地域

市街化区域

市街化調整区域

全域

農業振籾地域内の農用地区域

市街化区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

域

市街化区域

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

表 6頁

| 40 °, I 0 1. 1,1 J;直:1三

1純 9、2純 12

I純 7.4純 9.0

40 1. 1 
中 1 23 中中 2 3 

中 81

40 1.1 中 9. 21 中 79

17 

I 40 且中 64

12 

I 40 1. 1 I中 2OI中 42

30 I 1. 1中 12中 28中 53中 91

40 1. 1 比〗比準
13 ー中 35 40 L 1 中 8

純 4.

40 1.1 中 24 巾 57中 101

50 1.1 比 比準

15 

40 I 1. 1 I -I中 j9

so I L 1 I 比準I比準

40 I 1. 1 I 比準I比準



令和

倍

表

適 用 地 域

さI境伊与久 (1) 主要地方道伊勢崎・深谷線沿、

•新 HI r．江田線沿

(2)上記以外の地域 純 4.l~沌 7. 4 

2 上記以外の地域

(1) キ要地方道伊勢崎・深谷線沿、 I 40 1.11中 7.51中 11

県道伊勢崎・新田上汀田線沿

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 5.3中 12中

境小此木

1 殷業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 10 

市街化区域

l ・深谷線沿 50 1. 1 叶比準

2 上記以外の地域 40 1. 1 比

市街化調帷Iメ^域

l 農党振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 40 26 

境上渕名 市街化調幣Iメ^域

1 農業振興地域内の農川地区域

(1) 主変地方道前橋・餡林線沿

(2) 県道境木島・大間々線沿

(3) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1)主要地方道前橋・館林線沿 I 40 

（2) 県道境木島・大間々線沿 40 1. 1 中 6 16 

市巾街街(3) 上記以外(T)池城
40 I. 1 中 4 JO 中 26

境上矢島 化区域 40 l. 1 比 比準

化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 5.

2 上記以外の地域 40 1. 1 中 6.6中 10中 26



令和

倍

表 8頁

適 用 地 域

さI境木島 市街化調整区域

1 農業販興地域内の農用地区域

(1) ・深谷線鉛、 I純 5.3飩 9.6

(2) 卜．記以外の地域 I純 4.1飩 7.0 

2 上記以外の地域

(1) 40 1. 1 中 8.2[：ド 17

(2) t記以外の地域 40 1.1 中 6 10 

全域 50 1. 1 比 比準

市街化調幣区域

l 農業振興地域内の殷川地区域

2 上記以外の地域

(1)利根川より南側の地域 40 l亀 2中 7.
33 中中 1 2 

中 26中

(2) 卜記以外の地域 40 1. 1 中 7. 12 中 26中 48

市街化区域 40 1. 1 比

市街化調幣Iメ^域

1 農業振興地域内の農川地区域

(1) ・篠塚線沿

(2) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 県道綿貫・篠塚線沿 40 1.1 中 21 

(2)上記以外の地域 40 l. 1 中 6 12 中

ド渕名 市街化区域 40 1. 1 比 比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1)県道境木島・大間々線沿、 純 6.0飩 13

県道伊勢崎・新田上江田線沿

(2)上記以外の地域 純 5.0飩 9.1 

2 



令和 倍 表 9頁

さI境ド渕名 (1) ・大間々線沿、 | 40 °I o l. 1,1中 7奮；1中 l/；
•新 HI r．江田線沿

(2)上記以外の地域 40 I. l 中 6.5中 l 2 

50 1. 1 比準 比準

培白互 市街化区域 50 1.1 比祇

市街化調整区域

l 農業抜興地域内の農用地区域

(1) 士要地ガ道伊勢崎・深谷線沿 I純 16純

(2) 上記以外の地域 I純 7.8飩 13

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道伊勢崎・深谷線沿 40 l. l 1 | I 

(2)上記以外の地域 40 l, l 中 17 

々

全市域街化調整区域

50 1.1 比 比準

境中

l 牒業振興地域内の農用地区域 純 4、I 45 

2 上記以外の地域 40 1.1 中 8. 8.5中 26

境西今井 市街化区域 I so I 1. 1 I比

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 4 7. 4 

2 上記以外の地域 40 1. 1 中 6 10 中 26中 48

全域 50 1.1 比 比準

境東新井 市街化区域 50 I. 1 比 比準

市街化調幣区域

1 股業振興地域内の農川地区域

(l) 主要地方道前橋・館林線沿

(2) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1)主要地方道前橋・館林線沿 40 1.1 中 9. 20 

40 1. 1 中 4. 11 中 26



令和 倍 表 10頁

適 用 地 域

市街化調整区域

1 地区域

(1)利根川より南側の地域 飩 7.5 

(2)上記以外の地域 ―純 6.2 

2 上記以外の地域

(1)利根川より南側の地域 40 1. 2 中 13 中 4

(2) 卜記以外の地域 40 1. 1 中 8.6 中 4

境保泉
市市街街化区域

40 1.1 比準 比準

化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

（1) 主要地方道伊勢崎・深谷線沿 純 7.8飩 9.6

(2) 上記以外の地域 純 5.

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道伊勢崎・深谷線沿 40 

(2) 上記以外の地域 40 1. 1中 6.11中＆ 3|中 26

境保泉 1丁目 全域 I 40 

市街化区域

1 尾島上菓団地 40 

2 上記以外の地域 50 比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 40 l. 1 中 5 11 

域 50 1. 1 比 比準

境米岡 I 40 1. 1 I 

i街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) ・境停車場線沿 純 8.

(2)上記以外の地域



令和 倍 表 11 

適 用 地域

さI境米岡 2 上記以外の地域

(1) 

(2) 卜釦以外の地域

二光町

山 市街化区域

1 路線価地域

2 b記以外の地域

40 I l. 1 I中 l訓中 14 

10 I 1. 1 I中＆ 5|中，． l|中 26

ー ，路線

路線

40 I 1. 1 

l 農業振興地域内の農用地区域

(1) 462号線沿、 I純 9.4飩 16

主要地方道伊勢崎・木）上線沿

(2)上記以外の地域 I純 6.6飩 lO

2 上記以外の地域

(1) 462号線沿、 40 I 1. 1中 14中 23 中 80

主要地方道伊勢崎•本庄線沿

(2) 上記以外の地域 10 I 1. 1中 8. 15 ー中 53 

-．和町 I市街化区域

市街化調整区域

1 農業振興地域内 地区域

(1) 国道462砂線沿、

主要地方道伊勢崎・大間々線沿

(2) 卜記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 国消462号線沿、 I 40 1.0 I中 201中 261 廿中 81 

主要地方道伊勢崎・大間々線沿

(2)上記以外の地域 40 I. 1 

99[」"'
20 ー中 66 

しI柴町 市街化区域 40 l. 1 比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 県道綿貫・篠塚線沿 隣 7.9飩 21

比準



令和 倍 表 12頁

適用 地域

(2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1)県道綿貫・篠塚線沿

(2)上記以外の地域

借肌栓

和j ^ ゴロ

％ 

10 I 1. 1 I中 1叶中 361 I中 55 

40 I I. 1 I中 7.31中 261 -I巾 4

下植木町 個別 I個別I個別

l 粕川より南側の地域 路線

2 I-記以外の地域

(1) 主要地方道足利・伊勢崎線沿 110 1. 11 比準I比準

(2) 県道香林・羽黒線沿 | 50 1. 1 I 比準I比準

(3) •伊勢崎線の南側力~ 40 1. 2 I比叫比準

つ、県道香林・羽黒線の東側の地坦

（4) 上記以外の地域 40 1.1 比準 比準

市街化調整区域 40 1.1 中 12中 16 中 69

下蓮町 I市街化区域 I 40 1. 1 I比哨比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 県道綿貫・篠塚線沿、 隣 13飩 15

・境線沿

(2)上記以外の地域 純 8.2飩 9.0

2 ト．記以外の地域

(1) 県道綿貫・篠塚線沿 | 40 I. 11中 161中 201 廿中 19 

県道境島村・ 泉線沿、

県消八斗島・境線沿

(2)上記以外の地域 40 I 1. 1中 10中 13 ー中 36 

下触町 1農業振興地域内の農用地区域 陣 7.6飩 17

上記以外の地域

1 国道 50号線沿、 40 I 1. 1中 22中 50中 62中 110

県道深津・伊勢崎線沿

2 上記以外の地域 40 I 1. 1中 12中 25中 57中 101



令和 倍 表 13頁

%1 叫 叫 Ii 

市街化区域

1 50 l. 1 比準 比準

2 上記以外の地域 40 1. 1 比準 比準

市街化調整区域

l 農菓振興地域内の農用地区域 純 17純 20

2 上記以外の地域 40 1. 1 中 20[：ド 311 -|［：ド 127

新栄町 全域 比準I比準

れ末広町 全域 路線

:］ 
比準

たI大正寺町 市街化区域 40 1. 1 比準

市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) 県道綿貰・篠塚線沿、 40 I 1. 1中 12中 22 中 7

4 6 2号線沿

(2) 上記以外の地域 40 ー中 55 

田中島町 市街化区域

市街化調整区域

1 農業振興地域内 地区域 純 7 11 

2 上記以外の地域 4 0 1.1 中 20 ー中 67 

田中町 市市街化区域 I 40 比‘

街化調整区域

1 農業捩興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道高崎・伊勢崎線沿

(2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) •伊勢崎線沿 40 1.1 中 15中 27 中 97

(2)上記以外の地域 40 I. 1 中 11 中 22 中 75

田部井町 1~3 日 都市計画の用途地域の指定がある地域
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％ 

I 県道国定停車場線沿 40 

2 上記以外の地域 40 I l. 1周比準い比準

ト．記以外の地域

1 農業振興地域内の農用地区域 1純 8.9純 15

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道桐生・伊勢崎線沿、 I 40 1. 1沖 331中 531中

・大間々線沿

(2) 上記以外の地域 40 1. 1中 24中 38中

判中央町 全域 路線

:］ 
比準

1つI 堤下町 全域 路線 比準

堤西町 全域 路線 比

連取本町 全域 路線 比準I比準

連取町 市街化区域 路線 比

112中比準
市街化調整区域 40 1.1 中 19 中 57

運取元町 全域 路線 比準

と 市街化区域 40 1.1 比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 21 

(2)上記以外の地域 16 

2 ト．記以外の地域

(1) 主要地方道伊勢崎•本庄線沿 40 I. 1 中 15中 31 中 67

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 10中 26 中 49

戸谷塚町 I市街化区域 40 1.1 比準 比準

市街化調整区域

l 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道伊勢崎•本庄線沿 純 7.9飩 12

(2) 上記以外の地域 純 6.2飩 9.0

2 
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％ 惰 Ii 

とI戸谷塚町 (1) 主要地方道伊勢崎•本庄線沿 40 1. 1 中 12中 24

（2)上記以外の地域 40 l. 1 中 8.6中 151 49 

l街化区域

1 主要地方道桐生・伊勢崎線沿 50 1.1 比準 比準

2 上記以外の地域 40 l. 1 比準 比準

］街化調整区域

l 農業板興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道桐生・伊勢崎線沿 純

(2) 上記以外の地域 純

2 上記以外の地域

(1) •伊勢崎線沿 40 1. 1 中j: 27 

中 102

(2) 上記以外の地域 40 1. 1 中 16 ー中 65 

長沼町 市街化区域 40 l亀 1 比 比準

街化調整区域

l 隈菓振典地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) ・境線沿 40 L 1 中 1 6 中 49

(2) 上記以外の地域 40 1.0 中 12 中 39

中町 I市街化区域 路線 比 比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 隣 8.7飩 11

2 上記以外の地域

(1) 県道綿貰・篠塚線沿 40 1. 1 中 26 中 75

(2)上記以外の地域 40 I. 1 中 l8 中 55

にI西小保方町 市計画の用途地域の指定がある地域 40 l. 1 周比 比準 比準

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域
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％ 惰 Ii 

(1) 主要地方道桐生・伊勢崎線沿 40 1. 1 中 33中 53

（2)上記以外の地域 40 l. 1 中 23中 401中 51

l街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) ・伊勢崎線沿 I純 7.3純 15

(2)上記以外の地域 I純 5.6純 11

2 巳記以外の地域

(1) 主要地方道高崎・伊勢崎線沿 40 1.1 中 9.3中 26 中 59

(2)上記以外の地域 10 1. 1 中 7.0中 22 ー中

西久保町 1丁目 濃業振巽地域内の農用地区域 I純 11飩 22

L記以外の地域

l 5 0号線沿、 10 I 1. 1中 22中 48中

主要地方道伊勢l裔・大間々線沿、

主要地方道前橋・西久保線沿

2 40 1. 1 中 35 中 70中 123

西久保町2丁目 農巣振罪地域内の農用地区域 純 22 

上記以外の地域

1 5 0号線沿 40 L 1 中 48 
中 8]

2 上記以外の地域 40 1.1 中 35 中 7中］23

西久保町3丁目 農業振籾地域内の農用地区域

記以外の地域

1 主要地方道伊勢崎・大間々線沿 40 1.1 沖 48

2 県道三夜沢•国定停申場線沿 40 l. 1 中 39 

3 ヒ記以外の地域 40 1. 1 中 29 中 65中 11

西田町 I全域 比準

西野町 業振典地域内の農用地区域 純 4 5. 7 

記以外の地域 30 1.1 中 9 20 中 33中 59

韮塚町 比準

街化調整区域
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適 用 地 域

I 農業販興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 I 40 

lj'豆業振膜地域内の農用地区域

上記以外の地域

1 ・大間々 40 l. 1 中 21中 39
中 5]

2 上記以外の地域 40 1. 1 中 12中 25中 4中 85

40 1. 1 

路線

I 
市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

（1) 主要地方道伊勢崎・人胡線沿、 18 

•伊勢崎線沿

（2) 上記以外の地域 10 

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道伊勢崎螢大胡線沿、 40 I 1. 1中 20中 31 ー中 100

県道深津・伊勢崎線沿

(2) 上記以外の地域 40 I 1. 1中 一巾 66 

八寸町 都市計両の用遂地域の指定がある地域 I 4o I 

上記以外の地域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) 1 7号線（上武道路）沿、 I 40 1. 1 I中 331中 58

主要地方道桐生・伊勢崎線沿

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 42 
中比5準3 

叫東小保方町 都市計画の川途地域の指定がある地域 40 1.1 周比 比準

記以外の地域

l 農業振興地域内の農用地区域 I純 9.7飩 18

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道足利・伊勢崎線沿 40 1.1 中 33中 55中 95

40 1. 1 中 22中 40中 64
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市街化区域 | 40 °, I 0 1. 1,1 J;直:1三

市街化調整区域

1 地区域

(1) •伊勢崎線沿 1純 9、4純 15

(2)上記以外の地域 I純 6.1純 10

2 上記以外の地域

(1) •伊勢崎線沿 40 1. 1 中 1~: 26 
中 7

(2) t記以外の地域 40 1.1 中 8. 18 中 49

東本町 1全域 路線

：］ 
比準

日乃出町 I東部第＾ l：地区画幣理事業胞行区域内 個別 個別

街化区域

l 粕川より西側の地域 路線 ：］ 2 上記以外の地域 40 l亀 1 比準

街化調整区域

l 隈菓振典地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) 上要地方道前橋・館林線沿 40 L 1 中 2 3 1~ 中 91

(2) 主変地方道足利・伊勢崎線沿 40 1.1 中 2 29 中 88

(3) 上記以外の地域 4 0 1.1 中 l 20 中 60

平井町 農上業振峡地域内の農用地区域 17 

記以外の地域

1 t要地方道足利・伊勢＼崎線沿 40 l. 2 中 55 中

2 ヒ記以外の地域 40 1. 1 中 42 中

ひろせ町

全市城街化躙整区域

比準

ふI福島町

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道伊勢崎•本庄線沿 I 40 I 1. 1 I中国中 201 廿中 67 
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％ 

平和町

(2) 上記以外の地域 f 」40

1伊内勢崎”辺第一士地区両整理車業施行区 儲別 個別1 個別

上記以外の地域 一 路線 I比準I比準

ほI堀口町 市街化調整区域

l 農菓振興地域内の農用地区域 隣 7.3飩 11

2 上記以外の地域

(1) ・篠塚線沿、 40 I 1. 1中 13中 26 ー中 82 

主要地方道伊勢崎•本庄線沿

(2) 上記以外の地域 10 I 1. 1中 9.3中 19 ー中 58 

堀下町 濃業振巽地域内の農用地区域 I純 7.1飩 15

L記以外の地域

l 主要地方遣伊勢崎・大問々線沿 40 1. 1 中 2

『中 50 

2 上記以外の地域 40 l亀 1中 l 39中 68中 120

本関町 市街化調整区域

l 隈菓振典地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) 4 6 2号線沿 40 LO 中 26 中 89

(2) 上記以外の地域 40 1.1 中 23 中 8

本町 路線 I比準I比準

まI曲沢町 全農上域記業振峡地域内の農用地区域

以外の地域

1 国道 50号線沿 I 40 l. 11 48 

2 県遺境木島・大間々線沿、 I 40 1. 1 I中 2OI中 42

県道香林・羽黒線沿

3 50 より南側の地域 40 l. l 中 l7I中 29

4 上記以外の地域 40 1. 1 

9し］I 1 37 

馬見塚町 市街化区域 40 1.1 比準

市街化調整区域
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適 用 地 域

(1) 県道綿貫．

(2)上記以外の地域 純 8.0純 lO

2 上記以外の地域

(1) 40 1.1 中 13中 22 中 75

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 10中 15 中 57

叫緑町 路線

南千木町 個別 個月I 個別

上記以外の地域

1 354号線沿 I 40 1.1 

2 L記以外の地域 I 40 1. 11 比

都市計画の用途地域の指定がある地域 | 40 1. 11周比

上記以外の地域

l 農党振興地域内の農用地区域 純

2 上記以外の地域 40 1. 1 中 211中 ,121中

呂町 肱瀬川より西側の地域 路線

：］ 
比準

上記以外の地域 40 L 1 比準

市街化区域 路線 I比準I比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 7.

『：〗2 上記以外の地域 40 1.1 中 1 ー中 72 

宮古町 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 7 11 

2 上記以外の地域 40 I. 1 中 8 l8 ー中 55 

宮月打町 主要地方道桐生・伊勢崎線沿 50 l. 1 比 比準

県道香林・羽黒線沿

上記以外の地域 40 1.1 比準

路線 比準
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％ 惰 Ii 

354号線沿 40 1. 1 比準 比準

40 l. 1 比準 比準

110 I 1. 1 比準 比準

市街化調整区域

1 地区域
純 1「中 '2 

2 上記以外の地域 40 1. 1 中 1 21 ー中 6 

対八坂町 全域 路線

八斗島町 市街化区域 40 1.1 比ilt準

市街化調幣区域

1 主要地方道伊勢崎•本庄線沿 40 1.1 中」15 中中 32 
ー中 67 

2 L記以外の地域 40 1. 1 中 26 ＂＂＂＂~中

柳原町 ［内勢崎駅周辺第一土地区画整理市業施行区担 個別 個 個別

勢崎駅周辺第二土地区画整理事業施行区］ 個別 個別 個別

内

上記以外の地域 路線 I比

八幡町

全市市域

路線 I比準I比準

よI除ケ町 街化区域 40 L 1 I 比準I比準

街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) 4 6 2号線沿 40 1.1 中 1 23 中 78

(2)上記以外の地域 40 l. 1 中 9. 16 中 57

域 比準


